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議
会
人
討
論

（
平
山　

照
生
議
員
）

　

副
町
長
の
証
言
で
、

田
島
議
員
は
職
員
に
卑

劣
な
言
動
を
浴
び
せ
た

と
す
る
町
長
の
指
摘
は

証
明
さ
れ
た
。

　

田
島
議
員
は
、
自
身

の
卑
劣
な
暴
言
で
傷
つ

け
た
職
員
に
対
し
、
責

任
を
負
う
必
要
が
あ

る
。

　

よ
っ
て
、
本
件
懲
罰

動
議
に
賛
成
す
る
。

（
武
山　

裕
一
議
員
）

　

本
事
件
の
暴
言
は
、

議
員
と
し
て
の
資
質
を

疑
う
も
の
で
あ
る
。

　

町
職
員
を
深
く
傷
つ

け
た
こ
と
は
、
許
さ
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
本

事
件
を
そ
の
ま
ま
放
置

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

そ
れ
相
応
の
処
罰
が
必

要
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
本
件
懲
罰

動
議
に
賛
成
す
る
。

田島毅三夫議員に「一定期間の出席 停止」の懲罰を科す  全会一致 可決

『産休間近の町職員に、威圧的な態度で侮辱的暴言』

　このたび、現職町議会議員による町職員へのパ

ワーパラスメント行為があったことについて、議

会を代表して深くお詫び申し上げます。

　「町職員へのパワーハラスメント行為の再発防

止を講じる決議」が可決されたことを受け、再発

防止に努める東洋町議会とするため、今般の田島

毅三夫議員によるパワーハラスメント行為に関す

る一連の対応を、議会の意思決定のもと、ここに

公表します。

議長　今 宮 裕 明

 ①松延宏幸町長から議会へ緊急要請 

常識では、到底考えられない、侮辱的な暴言を発した。

〇12月６日、田島議員は町職員に、常識では、到底考えられない、侮辱的な暴言を発した。

〇議場内で使用できない、恥ずべき言葉で、議会議員の品位を欠くだけでなく、資質をも疑わざるを得

ず、かつ、看過できない重大な事態と判断している。

〇被害職員は、精神的苦痛のため休暇をとっている。

〇政治倫理条例により、議会へ報告し、事実の再確認を求め、毅然とした対応処置を直ちに要請する。

議場で謝罪する議員（田島議員は出席停止のため不在）

 ②福島登議員から懲罰動議提出 

議会の品位を汚した。

〇田島議員は、本定例会の会期中、町職員に、人権侵害ともとれる暴言があった。

〇町民より付託を受けた議員にあるまじき発言であり、それ以前に人として許せない。

〇憲法第 11 条基本的人権の尊重、会議規則第 102 条品位の尊重に明らかに違反し、議会の品位を汚した。

〇町民の信用を失墜させ、議会運営に直接的な影響を与える行為である。

 ③田島毅三夫議員の弁明と議場発言 

事実、あったのは間違いない。

〇憲法の基本的な条例にまで反し、人格、人権まで侵すようなことを言われながら、事実の確認、実名

をあげてはいけない、その他のことは言ってはいけない弁明であれば、理由も原因も闇に葬られてし

まい納得できない。

〇議長、そのことを許してもらうまで、私は。これやったら、あとの一般質問ができんか。わかりまし

た。これは、自分なりにまた考える。事実、あったのは間違いない。

〇謝罪も撤回もし、自分なりに、原因も理由も述べてある。

〇局長から大きな声で怒鳴られたことも事実である。

〇今後、この経過を何かの形で皆さんに知ってもらうようにする。

弁明後の議場発言

「この汚い」とは絶対に言っていない。

〇同僚議員から、12 月７日の議員全員協議会では、侮辱的な暴言は認めていないが、どちらを信用し

て懲罰特別委員会で判断したら良いのかとの質問に、田島議員は「この汚い」とは絶対に言っていな

いと答弁した。

 ④光本速雄副町長の証言 

侮辱的な暴言は、私も聞いている。

〇 12 月６日午前中、田島議員、町職員２名と私の４名でいる時の出来事について、町

長が報告した内容に間違いないとした立場で、当時の状況を証言する。

〇田島議員は、自身が発行したビラ内容について、被害職員に事実確認を求めたところ、

事実と異なる記事内容であると丁寧に説明していたが、田島議員は、急に別の話題に

切替え、他の事務の対応が悪いと指摘するも、被害職員は、これについても丁寧な態

度で対応していた。

〇田島議員は、突然、被害職員に、大きな怒鳴り声で、侮辱的な暴言を発した。

〇その侮辱的な暴言は、私も聞いている。

 ⑤懲罰特別委員会報告（西岡尚宏　委員長） 

〇侮辱的な暴言について事実確認の調査を実施した。

〇田島議員は、侮辱的な暴言は発していないと弁明し、一方、光本副町長は侮辱的な暴言

があったと証言した。

〇休暇中の被害職員には、委員長が電話で侮辱的な暴言があったことに間違いないかと問

うと、被害職員は「はい。間違ありません。」と答え、委員全員が確認した。

〇同僚職員は、威圧的で脅迫じみた大きな怒鳴り声で侮辱的な暴言を発したと証言した。

〇光本副町長は、議場で、侮辱的な暴言内容を具体的に述べていないため、懲罰特別委員

会へ出席要請し、侮辱的な発言内容を確認した。

〇調査の結果、侮辱的な暴言を発していないとする田島議員の弁明内容を裏付けるものは

なかった。

〇田島議員が、被害職員に侮辱的な暴言を発したことは事実であると判断し、議会で定め

る懲罰を科すことは、もはや免れない。

〇田島議員には、本定例会 12 月８日の１日間を出席停止とする懲罰を科すことに決定し

た。

田
島
毅
三
夫
議
員
、
審
議
中
に
辞
職
願
を
提
出
、
本
会
議
欠
席

議
長
「
辞
職
願
の
内
容
は
、
正
当
な
理
由
と
認
め
ら
れ
な
い
」

町職員へのパワーハラスメント行為について再発防止を講じる決議

提出者　平山照生　議員

　東洋町議会は、議会議員によるパワーハラスメントを排除し、再発防止のための対策を講じること

を決議する。（要旨）
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訴
訟
状
況

　

町
が
被
告
の
争
訟
案
件
は
、

22
年
度
川
口
地
区
造
林
事
業
の

損
害
賠
償
事
件
の
み
で
、
現
職

町
議
か
ら
訴
訟
提
起
を
受
け
、

11
月
14
日
に
『
棄
却
』
の
判
決

で
あ
り
ま
し
た
。
町
が
違
法
に

山
林
等
の
管
理
を
怠
っ
て
い
る

事
実
が
存
す
る
と
は
い
え
な
い

か
ら
、
原
告
の
請
求
は
理
由
が

な
く
、
棄
却
す
る
ほ
か
な
い
、

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

約
６
年
半
、
15
件
の
裁
判
に

対
処
し
、
常
に
複
数
の
案
件
を

抱
え
て
い
る
行

政
状
況
が
続
い

て
お
り
ま
し
た

が
、
本
件
事
案

を
も
っ
て
応
訴

件
数
は
０
件
と

な
っ
た
わ
け
で

あ
り
ま
す
。

　

東
洋
町
、
ま

た
町
長
と
し
て

「
被
告
」
と
い

う
肩
書
き
が
消

え
、
裁
判
所
や

検
察
庁
か
ら
も

や
っ
と
解
放
さ

れ
た
日
を
迎
え

て
お
り
ま
す
。

松延　宏幸 町長

平
成
29
年　

東
洋
町
議
会

第
４
回
定
例
会
◇
12
月
議
会
◇

町
長
行
政
報
告

（
要
旨
）

　

就
任
後
、
訴
訟
の
な
い
町
の

実
現
も
、
一
つ
の
目
標
で
あ
り

ま
し
た
が
、
こ
の
７
年
間
は
、

町
政
の
歴
史
で
、
様
々
な
行
政

運
営
過
程
で
の
後
始
末
の
側
面

と
、
そ
の
役
割
の
時
期
で
あ
っ

た
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

執
行
部
の
責
務
と
し
て
、
行

政
上
、
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
訴
訟
案
件
も
あ
り
ま
し

た
が
、
職
員
Ｏ
Ｂ
の
心
強
い
協

力
も
頂
き
世
代
交
代
的
な
新
陳

代
謝
、
体
制
的
な
こ
と
を
除
い

て
も
、
多
く
の
時
間
と
労
力
を

割
い
て
き
た
と
実
感
し
、
改
め

て
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

８
の
字
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

四
国
８
の
字
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整

備
促
進
四
国
東
南
部
連
盟
で
は
、

11
月
27
日
に
、
本
年
最
後
の
高

規
格
道
路
関
係
の
要
望
活
動
に

参
加
し
、
徳
島
、
高
知
両
県
知
事

を
は
じ
め
、
阿
南
市
か
ら
高
知

市
ま
で
の
15
自
治
体
、
県
も
含

め
て
、
52
名
の
参
加
で
、
両
県
選

出
国
会
議
員
や
国
土
交
通
省
等

へ
の
要
望
活
動
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

東
部
自
動
車
道
で
は
、
32
年

度
に
、
高
知
Ｊ
Ｃ
Ｔ
か
ら
高
知

南
Ｉ
Ｃ
間
の
供
用
が
予
定
さ
れ
、

南
国
安
芸
道
路
は
、
高
知
龍
馬

空
港
Ｉ
Ｃ
か
ら
香
南
の
い
ち
Ｉ

Ｃ
の
間
は
、
７
月
に
調
印
が
執

り
行
わ
れ
、
安
芸
道
路
で
は
、

用
地
買
収
、
用
地
境
界
立
会
が

順
調
に
進
ん
で
お
り
、
奈
半
利

か
ら
安
芸
間
は
、
９
月
に
、
道

路
計
画
に
反
映
す
る
た
め
の
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
が
実
施
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

　

８
の
字
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
高

速
道
路
網
は
、
四
国
東
南
部
で

着
実
に
進
展
し
て
お
り
、
一
刻

も
早
く
繋
が
る
よ
う
道
路
財
源

の
拡
充
と
予
算
獲
得
に
向
け
、

各
自
治
体
と
連
携
し
て
要
望
活

動
に
取
組
ん
で
参
り
ま
す
。

租
税
債
権
管
理
機
構

　

安
芸
広
域
市
町
村
圏
事
務
組

合
租
税
債
権
管
理
機
構
の
11
月

末
日
ま
で
の
状
況
に
つ
い
て
、

本
町
分
の
委
託
案
件
の
徴
収
額

は
、

676
万
３
６
４
７
円
、
徴
収

率
29
％
、
ま
た
、
機
構
全
体
で

は
、
５
４
３
３
万
５
９
９
６
円
、

徴
収
率
42
・
２
％
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。

　

機
構
全
体
の
目
標
は
、
収
納

率
60
％
、
収
納
額
７
８
０
０
万

円
を
掲
げ
て
お
り
、
財
産
調
査
、

差
押
、
捜
索
、
公
売
な
ど
滞
納

整
理
に
積
極
的
に
取
組
ん
で
お

り
ま
す
。

　

税
外
債
権
の
回
収
も
取
組
み

始
め
、
不
公
平
感
の
解
消
の
た

め
に
、
滞
納
債
権
の
困
難
事
案

の
整
理
に
一
層
の
努
力
を
期
待

し
て
お
り
ま
す
。

一
般
職
の
職
員
給
与
条

例・
人
事
院
勧
告
に
伴

い
、
官
民
の
給
与
格

差
を
解
消
す
る
た

め
、
初
任
給
、
若
年

層
の
給
料
を
千
円
引

上
げ
、
そ
の
他
の
職

員
は

400
円
程
度
引
上

げ
。

・
ボ
ー
ナ
ス
を
0.1
カ
月

分
引
上
げ
。

・
給
料
と
ボ
ー
ナ
ス

は
、
４
月
分
か
ら

遡
っ
て
支
給
。

29
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

（
専
決
第
１
号
）

　

衆
議
院
解
散
に
伴
う
総
選
挙

の
費
用
を
予
算
計
上
。

専
決
処
分
事
項

町
過
疎
地
域
自
立
促
進

計
画
の
変
更

　

計
画
の
中
へ
、
高
性

能
林
業
機
械
購
入
費
負

担
金
と
ゴ
ミ
収
集
運
搬

車
購
入
費
を
追
加
。

そ

の

他

職
員
の
育
児
休
業
等
条
例

　

非
常
勤
職
員
の
育
児
休

業
の
期
間
を
延
長
す
る
た

め
の
改
正
。

条
例
改
正

29
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）

　

主
に
、
給
与
改
定
に
伴
う
人
件

費
、
基
金

積
立
、
庁

舎
維
持
修

繕
料
、
バ

ス
運
行
経

費
や
稲
作

部
会
へ
の

補

助

金
、

在
宅
介
護

手
当
、
教

育
委
員
会

の
通
信
設

備
費
用
な

ど
を
計
上
。 補

正
予
算

高
知
市
及
び
東
洋
町
に
お

け
る
れ
ん
け
い
こ
う
ち
広

域
都
市
圏
形
成
に
係
る
連

携
協
約
の
締
結

　

人
口
減
少
、
少
子
高
齢

化
社
会
が
進
む
中
で
、
県

内
の
中
核
都
市
で
あ
る
高

知
市
と
高
知
市
以
外
の
市

町
村
が
連
携
し
て
事
業
を

取
組
む
新
た
な
広
域
連
携

の
仕
組
み
で
あ
り
、
県
内

全
体
が
活
性
化
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
連
携
協
定

で
、
高
知
市
と
本
町
が
そ

の
連
携
協
約
を
結
ぶ
も

の
。

29年度　補正予算

会計名 補正額 補正後の額

一般会計 4628万円 32億5558万円

※補正額は、専決処分予算と補正予算の合計

こ
ん
な
こ
と
を
　
　
め
ま
し
た
！

決

問1

人
事
院
勧
告
制
度
は
、

公
務
員
の
労
働
基
本
権

の
制
約
の
代
償
措
置
と
し
て
、

職
員
の
適
正
な
給
与
を
保
障

す
る
も
の
で
、
職
員
の
給
与

は
、
労
使
交
渉
で
決
め
ら
れ

な
い
こ
と
に
間
違
い
な
い
か
。

住
民
を
代
表
し
て
問
う
！

議案

質疑

高知地方裁判所

答1

公
務
員
は
、
民
間
企
業
に

は
認
め
ら
れ
て
い
る
団
体

交
渉
権
に
制
約
が
あ
り
、
そ
の

代
償
措
置
と
し
て
人
事
院
が
置

か
れ
て
い
る
。

　

公
務
員
は
、
給
与
等
の
勤
務

条
件
に
関
す
る
労
使
交
渉
や
争

議
権
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た

め
、
中
立
の
第
三
者
機
関
で
あ

る
人
事
院
が
、
公
務
員
と
民
間

給
与
を
比
較
し
、
毎
年
８
月
に

勧
告
を
し
て
い
る
。

　

本
町
は
、
人
事
院
勧
告
に
基

づ
き
、
給
与
等
を
決
定
し
て
お

り
、
今
回
は
、
給
料
表
全
体
の

引
上
げ
と
ボ
ー
ナ
ス
0.1
月
分
引

上
げ
る
勧
告
で
あ
っ
た
。

問2 

給
料
表
を
県
か
ら
国
に
切

替
た
こ
と
に
つ
い
て
、
町

民
の
理
解
が
深
ま
る
説
明
を
求

め
る
。

答2

本
町
の
給
与
水
準
は
、

県
に
準
拠
し
て
い
た
が
、

県
給
与
は
、
地
域
に
お
け
る

民
間
と
の
均
衡
が
保
た
れ
て

い
る
と
の
判
断
か
ら
給
与
制

度
の
見
直
し
は
行
っ
て
い
な

い
。

　

一
方
、
国
は
、
民
間
賃
金

の
水
準
の
よ
り
的
確
な
公
務

員
給
与
へ
の
反
映
や
、
官
民

の
給
与
差
を
ふ
ま
え
た
給
与

水
準
の
見
直
し
、
給
料
表
の

水
準
の
引
上
げ
な
ど
に
も
取

組
ん
で
お
り
、
国
家
公
務
員

の
給
与
制
度
を
基
本
と
し
た

給
料
水
準
に
見
直
す
よ
う
県

か
ら
の
指
導
で
、
全
国
の
市

町
村
同
様
に
、
本
年
４
月
１

日
か
ら
切
替
え
て
い
る
。
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議会人の行政チェック！ 一般質問

子
ど
も
達
を
地
域
で
見
守
り
、
育
て
る
こ
と
が
重
要
。

用
地
協
力
が
あ
れ
ば
検
討
し
た
い
。

今
後
の
小
中
学
校
の
適
正
な
配
置
は
。

白
浜
第
１
タ
ワ
ー
の
早
期
建
替
の
要
望
が
あ
る
。

小
中
学
校
の
適
正
な
規
模
と
配
置

南
海
ト
ラ
フ
地
震
対
策

川
田 

真
由
美　

教
育
長

松
延 

宏
幸　

町
長

福島　登 議員

問　

小
中
学
校
の
併
設
や
統

廃
合
、
今
後
の
適
正
な
配
置

に
つ
い
て
聞
く
。

教
育
長　

17
年
度
に
東
洋
町

立
学
校
規
模
適
正
化
勉
強
会
、

20
年
度
に
野
根
小
・
中
学
校

併
設
検
討
委
員
会
、
21
か
ら

23
年
度
に
は
、
小
中
学
校
統

合
併
設
検
討
委
員
会
が
行
わ

れ
て
い
る
が
、
結
論
は
出
て

い
な
い
。

　

今
後
の
児
童
、
生
徒
数
の

減
少
等
を
勘
案
し
た
小
中
学

校
の
併
設
や
統
廃
合
、
適
正

配
置
は
、
現
段
階
で
は
具
体

的
な
検
討
課
題
と
捉
え
て
い

な
い
が
、
小
規
模
校
の
メ
リ

ッ
ト
を
活
か
し
、
子
ど
も
達

を
地
域
で
見
守
り
、
育
て
て

い
く
こ
と
が
重
要
と
考
え
る
。

　

小
中
一
貫
校
、
義
務
教
育

学
校
に
つ
い
て
は
、
情
報
収

集
と
先
進
校
視
察
も
必
要
と

考
え
る
。

問　

こ
れ
ら
の
問
題
を
、
教

育
委
員
会
や
学
校
で
勉
強
会

や
議
論
を
し
、
適
切
な
時
期

に
町
民
を
交
え
た
議
論
も
必

要
と
思
う
が
ど
う
か
。

教
育
長　

人
数
的
な
適
正
規

模
、
適
正
配
置
は
議
論
し
に

く
い
点
も
あ
る
。
小
中
一
貫

校
が
県
内
で
10
校
、
義
務
教

問　

南
海
ト
ラ
フ
地
震
災
害

に
備
え
る
中
長
期
的
な
計
画

に
つ
い
て
聞
く
。

総
務
課
長　

避
難
場
所
や
避

難
路
、
避
難
タ
ワ
ー
、
防
災

復
旧
活
動
用
資
機
材
、
避
難

誘
導
灯
の
整
備
な
ど
、
国
の

補
助
制
度
を
活
用
し
た
社
会

資
本
総
合
整
理
計
画
が
あ
る
。

　

制
度
が
続
く
限
り
、
計
画

の
見
直
し
や
新
規
事
業
の
追

加
な
ど
に
よ
る
長
期
計
画
も

可
能
で
あ
る
。

問　

そ
の
計
画
の
中
で
、
白

浜
第
２
タ
ワ
ー
は
、
南
海
ト

ラ
フ
地
震
の
新
想
定
で
津
波

想
定
高
よ
り
高
い
。
第
１
タ

ワ
ー
の
み
建
替
が
必
要
と
認

識
し
て
い
た
が
、
第
２
タ
ワ

ー
の
建
替
を
ど
う
考
え
て
い

る
か
。

町
長　

一
番
の
問
題
は
用
地

で
あ
る
。
野
根
地
区
の
計
画

議会人の行政チェック！ 一般質問

不
公
平
感
が
な
い
よ
う
町
単
独
で
考
え
て
い
る
。

他
施
設
へ
影
響
な
け
れ
ば
撤
去
し
た
い
。

県
の
助
言
や
取
組
事
例
を
参
考
に
検
討
す
る
。

制
度
廃
止
や
変
更
に
よ
る
差
額
分
を
ど
う
す
る
か
。

不
要
で
あ
れ
ば
撤
去
し
て
は
ど
う
か
。

仮
設
方
式
に
で
き
な
い
か
。

耐
震
改
修
補
助
事
業

河
内
川
旧
水
道
施
設
の
撤
去

防
災
倉
庫
の
設
置
方
法

松
延 

宏
幸　

町
長

伊
吹 

真
貴
博　

産
業
建
設
課
長

大
坪 

靖
幸　

総
務
課
長

高畠　俊彦 議員

平山　照生 議員

問　

耐
震
補
強
補
助
事
業
に

つ
い
て
、
12
月
ま
で
の
耐
震

診
断
、
設
計
と
工
事
の
進
捗

状
況
を
聞
く
。

総
務
課
長　

耐
震
診
断
は
、

67
件
中
62
件
が
完
了
、
耐
震

設
計
と
工
事
は
11
件
の
申
請

中
７
件
が
施
行
中
、
１
件
が

工
事
を
完
了
し
て
い
る
。

問　

30
年
度
ま
で
こ
の
制
度

問　

河
内
川
旧
水
道
施
設
の

用
途
と
現
状
の
機
能
に
つ
い

て
聞
く
。

産
業
建
設
課
長　

旧
の
水
道

問　

防
災
倉
庫
設
置
や
移
転

の
遅
れ
は
、
建
築
確
認
許
可

が
取
れ
な
い
こ
と
が
原
因
と

聞
い
て
い
る
。
あ
る
自
治
体

で
は
、
仮
設
倉
庫
と
し
て
設

置
し
て
い
る
と
聞
い
た
が
、

は
続
く
が
、
国
補
助
金
の
配

分
が
少
な
い
と
聞
い
て
い
る
。

　

県
な
ど
が
政
策
提
言
を
行

っ
て
い
る
と
聞
い
た
が
、
制

度
廃
止
や
変
更
で
マ
イ
ナ
ス

変
動
に
よ
る
差
額
分
を
補
助

す
る
考
え
は
あ
る
か
。

町
長　

本
町
は
、
県
内
ト
ッ

プ
ク
ラ
ス
の
補
助
金
額
と
な

っ
て
お
り
、
29
年
度
も
国
庫

補
助
の
追
加
の
内
示
も
い
た

だ
い
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
に
補
助
金
を
活

用
さ
れ
た
方
と
不
公
平
感
が

な
い
よ
う
町
単
独
で
や
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
る
が
、
制
度
の
存
続
と
い

う
こ
と
に
期
待
し
て
い
る
。

施
設
の
取
水
ポ
ン
プ
が
設
置

さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
機

能
し
て
い
な
い
。

問　

本
施
設
撤
去
の
陳
情
が

本
町
も
仮
設
方
式
で
検
討
し

て
は
ど
う
か
。

総
務
課
長　

県
の
助
言
や
他

の
自
治
体
で
の
取
組
事
例
な

ど
も
参
考
に
検
討
し
た
い
。

も
用
地
取
得
が
困
難
で
遅
れ

て
い
る
が
、
優
先
的
に
整
備

し
、
第
２
タ
ワ
ー
建
替
は
、

用
地
や
財
政
的
な
こ
と
も
見

な
が
ら
検
討
し
た
い
。

問　

白
浜
地
区
の
町
民
総
意

で
、
第
１
タ
ワ
ー
建
替
の
要

望
が
あ
る
。
適
切
な
場
所
が

あ
れ
ば
、
早
期
建
替
を
検
討

で
き
る
か
。

町
長　

用
地
の
協
力
が
あ
れ

ば
、
32
年
度
ま
で
の
緊
急
防

災
事
業
で
検
討
し
た
い
。

問　

大
雨
や
土
砂
災
害
等
の

災
害
に
備
え
る
中
長
期
計
画

に
つ
い
て
聞
く
。

総
務
課
長　

県
は
、
土
砂
災

害
危
険
個
所
や
一
般
的
な
前

兆
現
象
と
警
戒
情
報
発
表
時

の
対
処
方
法
が
掲
載
さ
れ
た

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
土
砂
災
害

危
険
箇
所
マ
ッ
プ
を
27
年
度

に
全
戸
配
布
し
、
土
砂
災
害

警
戒
区
域
や
土
砂
災
害
特
別

警
戒
区
域
の
指
定
を
進
め
て

い
る
。

育
学
校
は
２
校
、
全
国
で
も

48
校
と
い
う
設
置
数
だ
が
、

時
期
が
来
れ
ば
教
育
委
員
会

で
も
協
議
、
研
修
し
た
い
。

　

町
民
を
交
え
た
議
論
の
場

は
、
現
時
点
で
は
考
え
て
い

な
い
。

野根中学校のクリスマスコンサート

河
内
地
区
か
ら
あ
る
と
聞
い

て
い
る
。
当
地
区
は
、
過
去

に
冠
水
被
害
に
遭
遇
し
た
こ

と
が
あ
り
、
施
設
が
不
要
で

使
用
で
き
な
い
な
ら
、
早
急

に
撤
去
し
、
川
の
流
れ
を
良

く
し
て
は
ど
う
か
。

産
業
建
設
課
長　

豪
雨
に
よ

り
河
川
が
氾
濫
、
浸
水
し
た

後
、
河
内
地
区
か
ら
施
設
撤

去
の
要
望
は
あ
っ
た
が
、
設

置
当
時
の
事
業
経
過
を
ふ
ま

え
、
他
施
設
へ
影
響
が
な
け

れ
ば
、
撤
去
に
向
け
て
検
討

し
て
い
き
た
い
。

撤去要望のある河内川の旧水道施設
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議会人の行政チェック！ 一般質問

や
る
気
の
あ
る
方
へ
の
補
助
金
を
検
討
し
た
い
。

町
単
独
の
補
助
制
度
は
で
き
な
い
か
。

漁
業
に
対
す
る
経
営
支
援
策

松
延 

宏
幸　

町
長西岡　尚宏 議員

問　

野
根
地
区
で
長
年
地
域

の
産
業
と
し
て
、
ま
た
、
全

国
屈
指
の
漁
獲
技
術
と
水
揚

げ
量
を
誇
っ
て
い
た
大
敷
組

合
が
８
月
に
解
散
し
た
。
解

散
に
至
っ
た
理
由
は
様
々
だ

が
、
理
由
の
一
つ
に
魚
価
の

低
迷
や
台
風
被
害
に
よ
り
、

経
営
が
困
難
に
な
っ
た
と
聞

い
た
。

　

本
町
の
基
幹
産
業
で
あ
る

漁
業
が
衰
退
の
危
機
に
あ
る

が
、
漁
業
を
存
続
す
る
た
め

の
支
援
策
は
考
え
て
い
る
か
。

産
業
建
設
課
長
補
佐　

町
災

害
対
策
支
援
保
証
料
補
給
金

と
い
う
利
子
補
給
が
あ
り
、

対
象
者
は
、
被
災
漁
業
者
で
、

町
長
が
認
定
し
、
貸

付
を
適
当
と
認
め
る

者
で
あ
る
。

　

別
の
利
子
補
給
と

し
て
、
沿
岸
漁
業
等

経
営
育
成
資
金
利
子

補
給
、
経
営
安
定
資

金
と
し
て
、
海
面
養

殖
業
、
沿
岸
漁
船
漁

業
、
定
置
漁
船
小
型

定
置
漁
業
、
内
水
面

養
殖
業
、
水
産
加
工

業
、
経
営
維
持
資
金

と
し
て
、
中
古
船
、

　

二
期
連
続
の
無
投
票
と
な
っ

た
町
議
会
議
員
選
挙
、
顔
ぶ
れ

は
同
じ
だ
が
、
１
月
30
日
か
ら

は
新
た
な
議
会
組
織
と
し
て
発

足
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

議
員
な
り
手
不
足
の
大
川
村

議
会
は
、
議
会
の
維
持
策
の
検

討
会
議
を
開
き
、
総
務
省
で
は
、

有
識
者
研
究
会
で
法
改
正
も
視

野
に
入
れ
た
議
論
を
始
め
る
な

ど
、
人
口
減
少
自
治
体
の
議
員

確
保
に
動
き
出
し
た
。

　

昨
年
12
月
、
生
徒
数
の
少
な

い
野
根
中
学
校
の
ク
リ
ス
マ
ス

コ
ン
サ
ー
ト
で
は
、
全
校
生
徒

14
名
の
息
の
合
っ
た
堂
々
た
る

演
奏
や
合
唱
は
、
ま
さ
に
「
感

動
」
の
一
言
で
、
ま
た
そ
こ
に

は
、
驚
く
ほ
ど
多
く
の
町
民
の

姿
が
あ
っ
た
。

　

今
回
選
挙
の
無
投
票
の
一
因

を
単
な
る
人
口
減
少
が
課
題
と

議
論
す
る
よ
り
も
、
議
会
運
営

に
立
つ
魅
力
あ
る
議
会
人
の
姿

を
見
せ
る
こ
と
で
、
町
民
が
政

治
に
関
心
を
持
ち
、
町
の
将
来

を
背
負
っ
て
立
つ
人
財
が
現
れ

る
は
ず
だ
。

編

集

後

記

中
古
機
関
、
中
古
機
器
購
入
、
定
期

検
査
に
か
か
る
費
用
補
給
が
あ
る
が
、

経
営
に
対
す
る
補
助
事
業
は
な
い
。

問　

町
単
独
の
商
工
持
続
発
展
支
援

事
業
の
よ
う
な
補
助
金
制
度
は
で
き

な
い
か
。

町
長　

制
度
的
な
も
の
は
、
農
業
も

漁
業
も
、
国
、
県
の
制
度
は
あ
る
が
、

事
業
費
が
大
き
い
と
な
る
と
融
資
し

か
な
い
。

　

一
次
産
業
へ
の
町
単
独
の
大
き
な

支
援
は
で
き
な
い
が
、
や
る
気
の
あ

る
方
で
、
少
額
の
町
補
助
金
で
も
助

か
る
の
で
あ
れ
ば
検
討
し
た
い
。

議　　員　　名

議　　案　　名

１　

番

２　

番

３　

番

４　

番

５　

番

６　

番

７　

番

副
議
長

結　果

議　

長

福
島　
　

登

平
山　

照
生

高
畠　

俊
彦

小
松　
　

熈

武
山　

裕
一

小
野　

正
路

田
島
毅
三
夫

西
岡　

尚
宏

今
宮　

裕
明

1 町議会議員田島毅三夫君に対する懲罰動議（一定期間の出席停止） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 除 〇 全員賛成可決 議長

2 町職員へのパワーハラスメント行為について再発防止を講じる決議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 停 〇 全員賛成可決 議長

3 29年度一般会計補正予算（専決第１号）の承認 〇 〇 〇 〇 〇 〇 停 〇 全員賛成承認 議長

4 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正 〇 〇 〇 〇 〇 〇 停 〇 全員賛成可決 議長

5 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正 〇 〇 〇 〇 〇 〇 停 〇 全員賛成可決 議長

6 29年度一般会計補正予算（第３号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 停 〇 全員賛成可決 議長

7 町過疎地域自立促進計画の変更 〇 〇 〇 〇 〇 〇 停 〇 全員賛成可決 議長

8
高知市及び東洋町におけるれんけいこうち広域都市圏形成に係る連

携協約の締結
〇 〇 〇 〇 〇 〇 停 〇 全員賛成可決 議長

29年第４回定例会の議案と各議員の意思表明
〇：賛成　　除：除斥　　停：出席停止

私は、 しました。賛成 反対

議会を見学しませんか？
　議会の定例会は、どなたでもご覧になることができます。

ぜひ、役場２階の議場へお越しください。

次回：平成30年第１回定例会（３月）

※ＩＰ告知端末４chで生中継しています。 議場

野根地区の大敷組合の漁業風景

議

会

の

動

き

10
月

１
日 

日
本
遺
産
認
定
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

 

（
田
野
町
）

４
日 

29
年
度
第
２
回
安
芸
広
域
市
町
村
圏
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
組
合
定
例
会 

（
奈
半
利
町
）

13
日 

議
会
広
報
研
修
会
（
３
名
参
加
） 

（
高
知
市
）

16
日 

四
国
８
の
字
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
四
国
東
南
部
連

盟
29
年
度
総
会 

（
安
芸
市
）

 

道
路
整
備
の
充
実
を
求
め
る
四
国
東
南
部
大

会 

（
安
芸
市
）

19
日 

広
報
編
集
委
員
会 

20
日 

29
年
度
第
１
回
安
芸
広
域
市
町
村
圏
事
務
組

合
臨
時
会 

（
安
芸
市
）

 

29
年
度
第
３
回
ご
め
ん
な
は
り
線
活
性
化
協

議
会 

（
安
芸
市
）

24
日 

第
20
回
全
国
農
業
担
い
手
サ
ミ
ッ
ト

 

（
高
知
市
）

 

ト
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー 

（
高
知
市
）

25
日 

四
国
８
の
字
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
四
国
東
南
部
連

盟
四
国
地
方
整
備
局
要
望
活
動 

（
高
松
市
）

11
月

１
日 

県
戦
没
者
追
悼
式 

（
高
知
市
）

４
日 

県
選
出
国
会
議
員
と
町
村
長
・
議
長
意

見
交
換
会 

（
高
知
市
）

７
日 

第
４
回
芸
東
衛
生
組
合
定
例
会

 

（
室
戸
市
）

９
日 

広
報
編
集
委
員
会
・
議
員
全
員
協
議
会

12
日 

こ
に
ゃ
ん
元
気
市
場 （
滋
賀
県
湖
南
市
）

18
日 

未
知
フ
ォ
ー
ラ
ム
２
０
１
７
in
海
陽

（
５
名
参
加
） 

（
海
陽
町
）

20
日 

地
方
自
治
法
施
行
70
周
年
記
念
式
典

 

（
東
京
）

21
日 

県
選
出
国
会
議
員
と
の
意
見
交
換
会

 

（
東
京
）

27
日　

四
国
８
の
字
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
促
進

東
南
部
連
盟
中
央
要
望 

（
東
京
）

12
月

１
日 

議
会
運
営
委
員
会 

４
日　

県
町
村
議
長
会
理
事
会 

（
高
知
市
）

５
日 

29
年
第
４
回
定
例
会
（
12
月
議
会
）

　
　
　

１
日
目 

７
日 

議
員
全
員
協
議
会 

８
日 

29
年
第
４
回
定
例
会
（
12
月
議
会
）

　
　
　

２
日
目 

 

議
会
運
営
委
員
会
（
２
回
）
・
懲
罰
特

別
委
員
会 

18
日 

広
報
編
集
委
員
会 

27
日 

議
員
全
員
協
議
会 
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第
58
回
四
国
地
区
町
村
議
長
会
研
修
会

　

10
月
12
日
、
松
山
市
ひ
め
ぎ
ん
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ

た
本
研
修
会
で
は
、
「
海
に
守
ら
れ
た
日
本
か
ら
海
を

守
る
日
本
へ
」
と
い
う
演
題
で
、
東
海
大
学
の
山
田
吉

彦
教
授
か
ら
講
義
を
受
け
ま
し
た
。

　

ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
見
た
日
本
と
日
本
海
域
の
優
位
な

位
置
づ
け
に
触
れ
、
そ
の
特
性
を
活
か
し
た
北
海
道
根

室
漁
協
な
ど
の
産
業
振
興
策
の
事
例
紹
介
を
始
め
、
海

底
に
あ
る
金
、
銀
、
銅
、
レ
ア
ア
ー
ス
、
メ
タ
ン
ハ
イ

ド
レ
ー
ド
な
ど
の
発
掘
資
源
が
存
在
す
る
こ
と
、
ま
た
、

尖
閣
諸
島
を
巡
る
日
本
と
中
国
の
海
域
情
勢
な
ど
、
日

本
海
域
の
重
要
性
を
学
び
ま
し
た
。

（
参
加
議
員　

５
名
）

第
61
回
町
村
議
会
議
長
全
国
大
会

　

11
月
22
日
、
東
京
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、

第
61
回
町
村
議
会
議
長
全
国
大
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

本
大
会
で
は
、
地
方
創
生
の
実
現
を
目
指
す
こ

と
を
テ
ー
マ
に
、
各
町
村
で
創
意
工
夫
を
活
か
し

た
施
策
を
盛
り
込
ん
だ
「
地
方
版
総
合
戦
略
」
に

基
づ
い
て
、
住
民
と
一
体
と
な
っ
て
本
格
的
に
取

組
み
、
地
方
創
生
を
深
化
さ
せ
る
べ
く
決
議
５
件
、

国
へ
の
要
望
事
項
26
件
が
採
択
さ
れ
、
地
方
創
生

の
流
れ
を
加
速
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

確
認
し
ま
し
た
。

海
部
・
安
芸
郡
町
村
議
会
議
長

連
合
会
要
望
活
動

　

10
月
30
日
、
徳
島
県
庁
に
お
い
て
、
海
部
郡
・

安
芸
郡
町
村
議
会
議
長
連
合
会
（
会
長　

川
尻
竹

藏
：
美
波
町
議
長
）
に
よ
る
「
四
国
８
の
字
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
（
自
動
車
道
）
」
の
早
期
整
備
と
国
道
55

号
線
、

493
号
線
の
改
善
整
備
に
つ
い
て
要
望
活
動

を
行
い
ま
し
た
。

　

飯
泉
嘉
門
徳
島
県
知
事
と
木
南
征
美
徳
島
県
議

会
議
長
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
要
望
書
を
提
出
し
、
今
後

も
、
四

国
東
南

部
地
域

へ
の
高

速
道
路

・
高
規

格
道
路

が
早
期

に
整
備

さ
れ
る

よ
う
国

に
対
し

強
く
要

望
し
て

い
く
と

の
回
答

を
い
た

だ
き
ま

し
た
。

全国927町村議会議長が一同に会する。

前列右から２番目が、飯泉嘉門　徳島県知事

日本をアジア諸国方面から見た地図を用いての講演


